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 参考資料２ 



道府県が処理している事務への影響に関する各省庁担当課への聞き取り結果

（質問事項） 現在、道府県が処理している事務について、仮に「特別市」が設置されることとなった場合、当該事務の処理に
どのような影響が生じることが考えられるか。これに対し、どのような対応の方向性が考えられるか。

医療提供体制の確保に関する事務
（厚生労働省）

警察事務
（警察庁）

都市計画に関する事務
（国土交通省）
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○ 都市計画区域の指定や、特に広域の見地
から決定すべき都市施設（上下水道や一級

河川等の一部）に関する都市計画の決定に
係る事務については、都道府県が担って
いる。

○ 「特別市」が設置された場合、広域調整や
効率性の観点から、これらの事務を国が
行うこととすることや、「特別市」と残存す
る道府県の間で広域調整を行うための新
たなルールを設けることが考えられるが、
現在都道府県が担っている地域のまちづ
くりに関する判断を国が行うことの妥当
性は、論点となるのではないか。

○ 市町村が施行する都市計画事業の認可
については、適切性・公益性を確認する必
要があるため、都道府県が行うこととさ
れている。

○ 「特別市」が設置された場合、「特別市」が
施行する都市計画事業の認可についても
新たなルールを設けることが考えられる
が、認可の事務を誰が行うこととするべ
きかや、仮に国が行うこととする場合の
業務量負担は、論点となるのではないか。

○ 高度・特殊な専門的医療だけでなく、一般的
な医療サービスについても、都道府県におい
て、限られた医療資源で良質かつ適切な医療
提供体制を確保する観点から、地域医療構想
による医療機関の機能分化・連携や、医療計
画に基づく救急・周産期医療提供体制の確保
等が進められている。

○ また、大都市部に医師が集中している中、医
師偏在対策については、広域的に調整するこ
とが効果的であるため、都道府県において、
大都市部・非大都市部を含む取組が進められ
ているなど、実際の医療提供体制の確保は基
本的に都道府県単位で検討・調整されている。

○ 大学病院や医師等の医療資源の多くが大
都市部にある現状を踏まえると、「特別市」
の事務とした場合には、「特別市」と残存する
道府県の区域を含めた一体的な医療提供体
制の確保に向けた取組が行われないこと等
により、資源の効率的な活用による医療提
供体制の維持が困難となることが懸念され
るのではないか。

○ こうしたことを踏まえると、「特別市」と残
存する道府県の間で協議・調整を行うため
の新たな仕組みを設けることが考え得るが、
その場合であっても、協議・調整が調わな
かった場合の対応についてはなお課題があ
るのではないか。

○ 警察事務は、都道府県の単位で処理す
ることを基本としており、広域自治体で
ある都道府県と同格のものとして「特別
市」が設置された場合に、「特別市」の単
位で警察を置き、警察事務を処理するこ
とは考え得るのではないか。

○ 警察組織としては、一定の人口規模が
あれば成立し得ると思われるが、警察本
部等を新たに設置し、人員を確保する必
要があるなど、コストの増加や分割され
ることによる非効率化という現実的な問
題が存在するのではないか。

○ また、指定都市を包含するような大規模
な道府県警察には、有事の際に他県警察
を援助する役割が期待されているが、
「特別市」の設置により警察組織が分割
されると、こうした機能への影響が懸念
される。

○ 「特別市」と残存する道府県とで警察組
織を共同設置するという対応については、
現行法上、公安委員会の共同設置はでき
ないとされており、その可能性について
直ちに答えられるものではないが、警察
事務に対する長・議会の関わりや警察の
民主的管理の在り方をどう考えるかと
いった課題があるのではないか。


